
 

 

 

 

 

 

□ （1） 人、物、お金、情報などが、国境をこえて移動すること、世界の一体化が進んでいること。

□ （2）

□ （3）

□ （4）

□ （5）

□ （6）

□ （7）

□ （8）

□ （9）

□ （10）人口に占める子どもの割合が減ることと、高齢者の割合が進んだ社会のこと。

□ （11）一人の女性が一生の間に産む子供の平均人数。

□ （12）0歳児の平均余命。

□ （13）同じ住居で暮らし、生計を同じくする集団のこと。

□ （14）（5）が3世代で構成される場合。

□ （15）（5）が一人の場合。

□ （16）

□ （17）将来の世代の幸福と現代の世代の幸福とが両立できる社会を「（　　　　）な社会」という。

□ （18）

□ （19）

2011（平成23）年に発生した東北地方を中心とする太平洋沿岸をおそった地震。

（17）を実現するためには、私たち一人一人の積極的な（　　　　　）が重要。

情報を正しく活用する力。

情報を正しく利用していく態度。

それぞれの国や地域が有利な条件で生産できるものを、貿易によって交換し合うこと。

国内で消費される食料を、国内で生産した食料でどれだけまかなえているかを、パーセント
で示したもの。

日本で暮らす外国人が増え、様々な文化を持った人々がともに生活する社会。

情報の記録、保管やコミュニケーションなどに用いられる物や装置のこと。書籍、新聞、雑誌、映
画、ラジオ、テレビ、電話などがある。

コンピューターやインターネットなどの情報通信技術をアルファベット三文字で。

情報が果たす役割が大きくなること。

親と子ども、あるいは夫婦だけの世帯。

持続可能

東日本大震災

情報化

情報リテラシー

情報モラル
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世帯

三世代世帯

単独世帯

核家族世帯

目標時間

10分

(間違えた番号) 

1    2    3    4    5    6    7    8   9

10

日付 1回目 日付 2回目 日付 3回目

1節 現代社会の特色と私たち

第1章 現代社会と私たちの生活

(間違えた番号)

1    2    3    4    5    6    7    8   9

10

(間違えた番号)

1    2    3    4    5    6    7    8   9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19



 

 

 

 

 

 

□ （1） 生活環境の中で身につけた行動の仕方や価値観、それらによって生み出されたもの。

□ （2）

□ （3） 長い歴史の中で育まれ、人々に受け継がれてきた文化。

□ （4）

□ （5）

□ （6）

□ （7）

□ （8）

文化

北海道や樺太（サハリン）、千島列島を中心に暮らしてきた先住民族アイヌによって受け継がれて
きた文化。

国民の文化的向上と世界文化の進歩に貢献することを目的に、文化財の保存と活用について定め
た法律。

国籍や民族、宗教などの異なる人々が、互いの文化のちがいを認め合い、対等な関係を築
こうとしながら、社会の一員としてともに生きていくこと。

異文化を理解しようとする態度。

神や仏などの人間をこえた存在を信じることで、答えを見つけ出そうとする営み。

琉球王国だった沖縄や奄美群島の人々によって受け継がれてきた文化。
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文化財保護法

多文化共生

異文化理解

アイヌ文化

宗教

伝統文化

琉球文化

目標時間

10分

(間違えた番号) 

1    2    3    4    5    6    7    8     

日付 1回目 日付 2回目 日付 3回目

2節 私たちの生活と文化

第1章 現代社会と私たちの生活

(間違えた番号)

1    2    3    4    5    6    7    8   

(間違えた番号)

1    2    3    4    5    6    7    8   



 

 

 

 

 

 

 

 

□ （1）

□ （2）

□ （3）

□ （4）

□ （5）

□ （6）

□ （7）

□ （8）

□ （9）

人間にはそれぞれ個性があり、当然、考え方や求めるものがちがうため、ときに（　　　）が生じる。 対立
社
会
集
団
の

中
で
生
き
る
私
た

ち

効
率
と
公
正

効率

特定の人が正当な理由もなく不利なあつかいを受けることがないようにする考え方。 公正

決
ま
り
を
作
る
目
的
と
方
法

対立が起こるのを防ぐために、前もって集団内や集団間で（　　　　）を作っておくことも必要。
決まり（ルール）

（5）を作るときには、だれがどのような（　①　）を持ち、また、どのような（　②　）や（　③　）
が生じるかを明らかにすることが必要。

（8）で決定する場合は、結論を出す前に少数の意見も十分に聞いて、できるだけ尊重すること。

（1）のとき、自分の意見を主張するだけでなく、相手の話をよく聞いて、解決策を求めて話し合い、
（　　　）を目指そうとする。 合意

一般的には、少ない時間でたくさんのことを行うなどの意味で使われるが、ここでは「無駄を省く」と
いう意味の言葉。

少数意見の尊重

全会一致

限られた時間で一定の結論を出さなければならない場合に、より多くの人が賛成する案を
採用する決め方。 多数決

①権利　②義務　③責任

一人でも決まりに反対する人がいると、その決まりではうまくいかなくなってしまうような場合に利
用する決め方。

目標時間

10分

(間違えた番号) 

1    2    3    4    5    6    7    8   9

日付 1回目 日付 2回目 日付 3回目

3節 現代社会の見方や考え方

第1章 現代社会と私たちの生活

(間違えた番号)

1    2    3    4    5    6    7    8   9

(間違えた番号)

1    2    3    4    5    6    7    8   9


